


当ホテルでは、お客様に安全且つ快適にご滞在頂く為、宿泊約款第 10条に基づき、次のような利用規定を定めておりますのでご協力く
ださいますようお願い申し上げます。
お守り頂けない場合は約款第７条及び 18条によりやむを得ずご宿泊又はホテル内の諸施設のご利用をお断り申し上げます。且つ賠償も
含め、責任をお取り頂く事もございますので特にご留意くださいますようお願い申し上げます。

（火災予防上お守り頂きたい事項）
1. 客室内では暖房用、炊事用などの火器を持ち込み、ご使用なさらないでください。
2. 火災の原因となりやすい場所（特にベッド内）で喫煙をなさらないでください。
3. その他、火災の原因になるような行為をなさらないでください。

（保安上お守り頂きたい事項）
1. ご滞在中お部屋から出られるときは、ドア及び窓の施錠をご確認ください。
2. ご滞在中や特にご就寝のときはドアの内鍵、をお掛けください。
　来訪者があったときは不用意に開扉なさらずにご確認ください。
　万一、不審者と思われるきは直ちにフロントにご連絡ください。
3. ご訪問者とのご面会はロビーにてお願い致します。
4. 宿泊登録者以外のご宿泊は、堅くお断り致します。

（遺失物について）
1. お客様の遺失物（残置物）のお取り扱いに関しましては、下記、当ホテル遺失物規定によります。
　お客様がチェックアウトされた後、手荷物または携帯品が当ホテルに保管の依頼なく残置されていた場合、チェックアウト後 7日以内、
　食品類は 1日以内にお申し出が無い場合は、所有者が破棄したものとして処分いたします。その場合、こちらからはご連絡いたしません。

（お支払いについて）
1. 料金のお支払は、通貨又は当ホテルが認めたクレジットカードにより原則、ご到着時にお支払頂きます。
2. ご精算はご到着時に全額前金にてお支払いいただきます。
3. 小切手でのお支払及び両替には応じかねます。あらかじめご了承ください。
4. 航空券・列車やバスの切符代・タクシー代・郵便物切手代・お荷物輸送等のお立替はお断りさせて頂きます。

（おやめいただきたい行為）
1. ホテルに他のお客様のご迷惑になるような物をお持ち込みにならないでください。犬・猫・小鳥・その他の動物・発火または引火性の物・
　悪臭を発する物・その他法令で所持を禁止されているものを持ち込まないでください。
2. ホテル内で賭博や風紀・治安を乱すような行為、他のお客様のご迷惑になるような言動はなさらないでください。
3. ホテル内の施設、備品を所定の場所、用途以外にご使用にならないでください。
4. 当ホテルの許可なく、客室を営業などの宿泊以外のにご使用なさらないでください。
5. ホテルの外観を損なうような物を窓側に陳列しないでください。
6. ホテル内で許可なく広告・宣伝物を配布する行為、または物品の販売 　をしないでください。
7. 廊下やロビーなどに所持品を放置なさらないでください。放置により万一所持品紛失の場合も当ホテルはその責任を負いません。
8. 未成年者のみのご宿泊は、特に保護者の許可の無い限りお断りさせていただきます。
9. 不可抗力以外の事由により建造物・備品・その他の物品を損傷・汚染・或いは紛失させた場合は、相当額を弁償して頂きます。
10. 廊下やロビー、レストランでの喫煙並びに禁煙ルームでの喫煙はご遠慮ください。
　※禁煙ルーム内の喫煙が発覚した場合は理由の如何に拘らず、クリーニング等の費用及び販売停止期間の賠償を申し受けます。
　　最低額３万円。復旧に必要な費用や販売停止期間の宿泊料金の実費が３万円を上回る場合には、実費。









（利用規則の遵守）
第 10条
1.　宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に提示した利用規則に従って頂きます。

（営業時間）
第 11条
1.　当ホテルの主な施設等の営業時間は次の通りとします。
　　①フロント・キャッシャー等でご案内致します。
          ( ア）門限　　  午前 0:00
          ( イ）フロント　午前 1:00
　　②料理・飲食サービス時間
　　　朝食　7:00　～ 9:00　最終入店 8:45（於：朝食会場）
2.　前項の時間は、予告無く変更することがあります。
3.　前項の営業は、予告無く休業することがあります。
　
（料金の支払い）
第 12条
1.　宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第 1に掲げるところによります。
2.　前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めたクレジットカード等これに代わり得る方法により、
　　ご到着時にフロントにおいて行っていただきます。
3.　当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になった後、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金の返金は致し
　　ません。
　
（当ホテルの責任）
第 13条
1.　当ホテルは宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えた時は、その損害を賠
　　償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

（契約した客室の提供ができないときの取扱い）
第 14条
1.　当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できるかぎり同一の条件による他の宿泊施設の斡
　　旋をするものとします。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は
　　損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払
　　いません。

（預託物等の取扱い）
第 15条
1.　宿泊客がフロントにお預けになった物品、又は現金、並びに貴重品について、滅失、毀損の損害が生じたときは、それが不可抗力で
　　ある場合を除き、当ホテルは、その損害を話し合いの上賠償します。但し、現金及び貴重品については、宿泊客がその種類、及び価
　　格の明告を行わなかった時は、当ホテルは 10万円を限度としてその損害を賠償します。
2.　宿泊客が、当ホテルにお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテ
　　ルの故意又は過失による滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ
　　種類及び価格の明告のなかったものについては、当ホテルに故意または重大な過失がある場合を除き、10 万円を限度として当ホテル
　　はその損害を賠償します。

―　宿泊約款（3）　―



宿泊客が支払うべき金額 宿泊料金

追加料

税金

①基本宿泊料（室料）
②飲食料又は追加飲食料
③その他の利用料金
消費税、入湯税

　　※基本宿泊料は料金表に提示された料金によります。
　　※その他の利用料金＝宅配便代、クリーニング代等。
　　※エキストラベッドの利用については、規定料金を頂きます。




